
人事行政の運営等の状況の公表 
 

平成20年度における本市の人事行政の運営等の状況について、鹿角市人事行政の運営等の状況

の公表に関する条例（平成17年条例第7号）第4条の規定に基づき、次のとおり公表する。 

   

               鹿角市長  児 玉    一 

 

１ 任免及び職員数の状況等 

(1)平成20年度実施職員採用試験による採用者数（単位：人） 

試験区分 計 

上 級 3 一般行政職 

初 級 2 

 

(2)平成20年度職種別事由別退職者数                    （単位：人） 

その他 
職 種 定年退職 勧奨退職 

普通退職 分限免職 懲戒免職 その他 
計 

一般行政職 13 9 2 0 0 2 26 

技能労務職 0 2 0 0 0 0 2 

計 13 11 2 0 0 2 28 

※ 一般行政職とは、一般事務職員、一般技術職員などをいい、技能労務職とは、自動車運転手、

用務員などをいいます。 

 

(3)職員数の状況（各年度4月1日現在）                 （単位：人） 

職 員 数 
部   門 

平成20年 平成21年 

対前年 

増減数 
主な増減理由 

議会 6 5 △1 事務の統廃合縮小 

総務 82 77 △5 事務の統廃合縮小 

税務 19 17 △2 事務の統廃合縮小 

民生 49 42 △7 事務の民間委託等 

衛生 12 12 0  

労働 3 2 △1  

農林水産 36 32 △4 事務の統廃合縮小 

商工 7 15 8 業務量増 

土木 24 22 △2 事務の統廃合縮小 

一般行政部門 

小計 238 224 △14  

教育部門 34 30 △4 事務の統廃合縮小 

水道 11 11 0  

下水道 4 4 0  

その他 15 13 △2 事務の統廃合縮小 

公営企業等 

会計部門 

小計 30 28 △2  

合計 302 282 △20  

※1 職員数は一般職（教育長を含む）の職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、 

派遣職員等を含み、臨時的任用職員を除きます。 

※2 公営企業等会計部門のその他とは、国民健康保険事業、介護保険事業、後期高齢者医療事業の

ことをいいます。 

 

 



２ 給与の状況 

(1)人件費の状況                  （平成20年度普通会計決算統計より） 

住民基本台帳人口 

（H21.3.31） 

歳 出 額 

（A） 

人 件 費 

（B） 

人件費率 

（B/A） 

19年度の 

人件費率 

人 

35,955 

千円 

16,752,031 

千円 

2,243,548 

％ 

13.4 

％ 

13.9 

※1 人件費には、一般職、特別職の職員に対する給与、報酬のほか、健康保険、退職手当、 

退職年金の負担金を含みます。 

※2 普通会計とは、一般会計と高田地区土地区画整理事業特別会計を合わせたものをいい 

ます。 

 

(2)職員給与費の状況                  （平成21年度普通会計当初予算） 

給  与  費 
区分 

給 料 期末・勤勉手当 その他の手当 計 

職員1人当た

りの給与費 

予算額 
千円 

907,729 

千円 

346,247 

千円 

171,514 

千円 

1,425,490 

構成比 63.7％ 24.3％ 12.0％ 100％ 

5,634千円 

※ その他の手当は、扶養手当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、管理職手当、宿日 

直手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、児童手当の各種手当で、退職手当を含みません。 

 

(3)平均給料月額等                      （平成21年4月1日現在） 

一 般 行 政 職 技 能 労 務 職 
区 分 

平均給料 平均給与 平均年齢 平均給料 平均給与 平均年齢 

鹿 角 市 294,647円 341,713円 39.8歳 317,286円 360,907円 57.0歳 

国 325,113円 387,506円 41.1歳 284,679円 320,623円 48.9歳 

※1 給与とは、給料の他に支給されている扶養手当、住居手当、通勤手当などの諸手当を加 

えたものをいいます。 

※2 国の数値は、現在公表されている平成20年4月1日現在のものです。 

 

(4)初任給の状況・経験年数別の平均給料月額          （平成21年4月1日現在） 

経験年数別平均給料月額 
区  分 初 任 給 

10年以上15年未満 15年以上20年未満 20年以上25年未満 

大学卒 172,200円 258,493円 313,121円 369,338円 
鹿角市 

高校卒 140,100円 219,567円 261,247円 316,400円 

大学卒 172,200円 287,600円 344,100円 396,500円 
国 

高校卒 140,100円 243,400円 286,900円 338,400円 

※ 経験年数別区分平均給料月額欄の国の数値は、現在公表されている平成20年4月1日現 

在のものです。 

 

(5)一般行政職の級別職員数の状況          （平成21年4月1日現在） 

区分 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級 

標 準 的 

職務内容 

部長 

次長 
課長 主 幹 副主幹 主査 主任 主事 

合計 

職 員 数 10人 25人 18人 29人 28人 69人 33人 212人 

構 成 比 4.7％ 11.8％ 8.5％ 13.7％ 13.2％ 32.5％ 15.6％ 100.0％ 

 



(6)諸手当の状況（一般職） 

①期末・勤勉手当            （平成20年度） 

区  分 期末手当 勤勉手当 

6月支給 1.35月分 0.725月分 

12月支給 1.55月分 0.725月分 支給割合 

合 計 2.9月分 1.45月分 

加算措置の状況 職務の級に応じ5～15％の加算 

 

②退職手当               （平成20年度） 

退 職 事 由 
区  分 

自 己 都 合 勧奨・定年 

勤続20年 23.50月分 30.55月分 

勤続25年 33.50月分 41.34月分 

勤続30年 41.50月分 50.70月分 
支給割合 

勤続35年 47.50月分 59.28月分 

最高限度額 59.28月分 59.28月分 

勧奨退職時特別昇給 なし なし 

1人当たり平均支給額 18,924千円 25,923千円 

 

③時間外勤務手当 

区  分 平成19年度 平成20年度 

支給総額 44,562千円 36,145千円 

職員1人当たり支給年額 142千円 120千円 

 

④特殊勤務手当（平成20年度） 

ア 支給状況 

支給総額 333,300円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 8.6％ 

支給職員1人当たり平均支給年額 12,819円 

 

イ 手当の種類 

手 当 の 種 類 支 給 額 

(1)伝染病防疫作業に従事 

(2)精神衛生業務に従事 

(3)行旅病人、行旅死亡人取扱に従事 

(4)家畜伝染病防疫作業に従事 

(5)社会福祉業務に従事 

(6)保健師活動に従事 

(7)用地交渉に従事 

(8)徴収事務に従事 

(9)簡易水道施設の緊急作業等に従事 

・勤務時間外の緊急作業に従事 

・塩素滅菌装置の取扱に従事 

(10)水道事業（公営企業）に従事 

・水道料金等徴収事務に従事 

・勤務時間外の緊急作業に従事 

・塩素滅菌装置の取扱に従事 

1日につき 

1日につき 

1日につき 

1日につき 

1日につき 

1日につき 

1日につき 

1日につき 

 

1回につき 

1日につき 

 

1日につき 

1回につき 

1日につき 

300円 

300円 

3,000円 

300円 

300円 

300円 

300円 

300円 

 

300円 

300円 

 

300円 

300円 

300円 

 

 



⑤扶養・通勤・住居手当（平成20年度） 

手当名 区   分 支 給 額 

配偶者 13,000円 

配偶者以外 6,500円 

配偶者のない職員の扶養親族1人目 11,000円 
扶養手当 

16歳から22歳の扶養親族1人につき 5,000円加算 

交通機関利用 支給限度額 55,000円 
通勤手当 

交通用具使用者 支給限度額 24,500円 

借家・借間 支給限度額 27,000円 
住居手当 

持家（新築又は購入から5年まで） 2,500円 

 

(7)特別職の報酬等の状況                   （平成21年4月1日現在） 

区   分 給料(報酬)月額 期末手当 退職手当 

市 長 866,000円 給料月額×在職月数×47/100 給

料 副市長 687,000円 給料月額×在職月数×28/100 

議 長 413,000円 

副議長 373,000円 
報 

酬 議 員 352,000円 

6月期 1.55月分 

12月期  1.70月分 

計   3.25月分 

 

 

 

 

３ 勤務条件の状況 

(1)勤務時間の状況             （平成21年4月1日現在） 

勤務時間 一週間の正規

の勤務時間 始 業 終 業 
休憩時間 

40時間 8：30 17：15 12：00～12：45 

 

(2)休暇の状況（平成21年4月1日現在） 

①休暇制度の概要 

ア 休暇の種類 

種 類 内  容（日数等） 備考 

年次有給休暇 
1年に 20日（新規採用の年は採用月に応じて定められた日数）与えら

れる。残日数（20日限度）は翌年に繰り越すことができる。 
有給 

療 養 休 暇 

結核性疾患により長期の療養をする必要があり、その勤務しないこと

がやむを得ないと認められる場合（1年を超えない範囲内で医師が必要

と認めた期間） 

有給 

組 合 休 暇 
登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合（1年につき 30日

以内） 
無給 

病 気 休 暇 
負傷又は疾病により療養する必要があり、勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合（90日） 
有給 

特 別 休 暇 
特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合（主な特別

休暇は下記のとおり。） 
 

ボランティア 
自発的に、報酬を得ないで社会に貢献する特定の活動を行う場合で、

勤務しないことが相当であるとき（年5日以内） 
有給 

結 婚 職員が結婚する場合（5日以内） 有給 

出 産 女性職員が出産する場合（産前6週間及び産後8週間） 有給 

 

配偶者出産 妻の出産に伴い入院の付添い等をする場合（2日以内） 有給 



男性職員の 

育 児 参 加 

職員の妻が出産する場合、出産予定日の6週間前の日から出産の日後8

週間を経過する日までの期間、当該出産に係る子又は小学校就学の始

期に達するまでの子の養育のために勤務しないことが相当であると認

められるとき（当該期間内5日以内） 

有給 

子の看護等 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護

等をする場合で、勤務しないことが相当と認められるとき（年 5日以

内） 

有給 

服 忌 
親族が死亡した場合で、葬儀、服喪等のため勤務しないことが相当で

あると認められるとき（親族区分により定める日数。最高で10日以内） 
有給 

夏 季 
夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活

の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合（3日以内） 
有給 

介 護 休 暇 

配偶者、父母、子等の介護をするため、勤務しないことが相当である

と認められる場合に与えられる。（介護を必要とする一の継続する状態

ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間） 

無給 

 

イ 育児休業等 

種 類 内 容 

育児休 業制度 
3歳に満たない子を養育するために、その子が3歳に達する日まで 

休業できる制度 

育児短時間勤務制度 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、その子がその

始期に達するまでの間、常時勤務を要する職を占めたまま、一定の

勤務形態により職員が希望する日又は時間帯において勤務するこ

とができる制度 

部分休 業制度 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日の勤務時

間の一部（2時間を越えない範囲内の時間に限る。）について勤務

しないことができる制度 

 

  ウ 自己啓発等休業 

種 類 内 容 

自己啓発休業 

公務に関する能力の向上に資すると認められるとき、大学等課程の 

履修又は国際貢献活動のため 3年を超えない範囲内において休業

できる制度 

 

 

 

４ 分限及び懲戒の状況                        

(1)平成20年度分限処分の状況 

 分限処分とは、勤務実績が良くない場合や、疾病等のためその職責を果たせない場合などに、公務

能率の維持及び適正な運営の確保を目的として、その職員の意に反して行う処分（降任・免職・休職・

降給）のことをいいます。 

                                     （単位：件） 

区 分 降任 免職 休職 降給 計 

勤務実績がよくない場合 0 0 0 0 0 

心身の故障の場合 0 0 2 0 2 

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0 

職制､定数の改廃､予算の減少により廃職､過員を生じた場合 0 0 0 0 0 

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0 

計 0 0 2 0 2 



 

(2)平成20年度懲戒処分の状況 

 懲戒処分とは、職員が法令に違反した場合などに、その職員に対し道義的責任を問うことにより、

公務における規律と秩序を維持することを目的として行う処分（戒告・減給・停職・免職）のことを

いいます。                               （単位：件） 

行 為 区 分 戒告 減給 停職 免職 計 

一般服務違反 2 3 0 0 5 

一般非行 0 0 0 0 0 

道路交通法違反（職務執行外） 1 0 0 0 1 

監督責任 0 0 0 0 0 

計 3 3 0 0 6 

 

 

 

５ 職員の服務の状況 

(1)平成20年年次休暇の取得状況                      （単位：日） 

対象人数 

A 

総付与日数 

B 

総使用日数 

C 

使用率(％) 

D(C/B*100) 

１人当たり 

平均使用日数 

E(C/A) 

270 10,484 2,511 23.95 9.30 

※ 平成20年12月31日現在在職職員（長期休職者、派遣職員は除きます。）の状況。 
休暇集計期間は平成20年1月1日から平成20年12月31日まで。 

  

(2)平成20年度育児休業・部分休業・介護休暇の取得状況           （単位：人） 

育児休業（女性） 育児休業（男性） 

取得 

可能者数 
取得者数 

取得率 

（％） 

取得 

可能者数 
取得者数 

取得率 

（％） 

部分休業 

取得者数 

介護休暇 

取得者数 

1 1 100 8 0 0 0 0 

※1 育児休業「取得可能者数」とは、平成20年度に新たに育児休業が取得可能となった職員 
の数をいいます。 

  2 各欄における「取得者数」とは、平成20年度に新たに休業及び休暇を取得した者の数を 
いいます。 

 
 
 

６ 研修の状況 

(1)平成20年度に実施した研修の状況           （単位：人） 

区      分 受講者数 

新規採用職員研修 7 

人事評価被評価者研修 176 集 合 研 修 

人事評価者研修 77 

秋田県 4 

自治大学校 1 

東北自治研修所 2 

市町村職員中央研修所 3 

秋田県自治研修所 8 

派 遣 研 修 

その他 23 

 



７ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1)福利厚生の制度の概要（平成20年度） 

制度名 項目・内容 

厚生制度 （鹿角市が実施） 

・定期健康診断、各種検診の実施、人間ドック助成等 

（財団法人秋田県市町村職員互助会が実施） 

・各種給付事業、貸付事業等 

共済制度 

 

（秋田県市町村職員共済組合が実施） 

・短期給付事業（保健給付、災害給付等） 

・長期給付事業（退職共済年金、障害共済年金の支給等） 

・福祉事業（人間ドック助成、契約保養所利用助成、貸付事業等） 

公務災害補償制度 （地方公務員災害補償基金が実施） 

・公務上、通勤途上の負傷、疾病に対する療養補償、休業補償等 

 

①健康診断等の受診状況   （単位：人） 

 

 

②財団法人秋田県市町村職員互助会について 

財団法人秋田県市町村職員互助会（以下「互助会」という。）は、秋田県内の市町村等により組織

された福利厚生制度の実施機関で、秋田県内の市町村等で働く職員がお互いに助け合うことにより、

福祉の増進や生活の向上を図り、もって地方自治に関する意識の向上と市町村行政の円滑、かつ能

率的な運営に寄与することを目的として設立されており、会員に対する各種給付事業や健康増進に

係る事業等を行っています。なお、互助会の事業に要する経費は、主に構成団体からの負担金と会

員の掛金により賄われています。 

ア 互助会が実施している主な事業内容 

事 業 名 事 業 内 容 

給付事業 ・人間ドック助成金 

・結婚祝金 

・死亡弔慰金 

・医療費助成金 

・奨学援護金 

貸付事業 ・会員貸付金 

その他の事業 ・無料法律相談 

・ライフプランセミナーの開催 

・広報の発行 

・講演会の開催 

・契約保養施設利用助成 

イ 平成20年度における互助会への負担金納付状況等 

会員数 304人 

負担金率 会員給料総額×13/1000（毎月納付） 
市負担金 

負担金総額 14,555,517円 

掛金率 給料月額×18/1000（毎月納付） 
会員掛金 

掛金総額 20,152,481円 

区   分 受診者数 

定期健康診断 269 

人間ドック 88 

胃部検診 18 

子宮ガン検診 35 

乳ガン検診 38 



③公務災害の発生状況（平成20年度）           （単位：件） 

 
区 分 申 請 

認  定 不 認 定 継続審議 

公 務 災 害 1 1 0 0 

通 勤 災 害 0 0 0 0 

 

(2)職員からの措置要求・不服申し立ての状況（平成20年度） 

 職員は、給与その他の勤務条件に関して、使用者である地方公共団体の当局が適当な措置を執るべ

きことについての要求を、またその意に反して懲戒処分等、不利益な処分を受けたと思うときは、そ

の処分についての不服申立てを公平委員会に対してすることができることとなっています。 

なお、鹿角市では公平委員会の事務を秋田県人事委員会に委託しており、平成20年度における業務

の状況について下記のとおり報告を受けております。 

 

①勤務条件に関する措置の要求の状況                （単位：件） 

前年度からの継続 

審査事案件数 

平成20年度中新規 

要求事案件数 
審査終結事案件数 

翌年度継続審査 

事案件数 

0 0 0 0 

 

②不利益処分に関する不服申し立ての状況              （単位：件） 

前年度からの継続 

審査事案件数 

平成20年度中新規 

要求事案件数 
審査終結事案件数 

翌年度継続審査 

事案件数 

0 0 0 0 

 


